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〔目 的〕 

第１条 この要領は、本事業場における指定自動車整備事業の適正な運営、並びに自動車の点検、整備

及び検査について自動車ユーザーの理解と信頼を深めるとともに、保安基準適合証（限定保安基準

適合証として使用する場合を含む。以下、「適合証」という。）及び保安基準適合標章（以下、「適合

標章」という。）の交付を適正、かつ円滑に行うことを目的とする。 

 

〔用語の定義〕 

第２条 本取扱要領における用語は、関係法令及び通達等によるほか次によるものとする。 

（１）「自動車整備事業」とは、自動車分解整備事業、指定自動車整備事業及び優良自動車整備事業を

いう。 

（２）「登録識別情報等通知書」（以下、「登録通知書」という。）とは、旧一時抹消登録証明書を含む。 

（３）「限定自動車検査証」とは、支局等への持ち込み検査の結果、不合格となり法第７１条の２に基

づき交付されたものをいう。 

（４）「法定点検」とは、法第４８条に基づく定期点検をいう。 

（５）「電子適合証」とは、適合証の交付に代えて電磁的方法により登録情報処理機関に提供する情報

をいう。 

（６）「ニューサービス（情報提供によるユーザー選択型指定整備）」とは、高度な検査・点検・整備技

術を有する自動車検査員（以下、「検査員」という。）が、指定整備において法定点検と併せて検査

と同様な点検を実施した後、検査合否情報（検査合否予測情報でもよい。）及び予防整備情報をユ

ーザーに分かり易い方法で提供し、その情報に基づいてユーザー自身が ①保安基準に適合しなく

なるおそれがあり整備を行うと判断するか、あるいは②後日の機会に整備するため今回は整備し

ないと判断することにより、整備内容、整備料金についての透明性を確保し、ユーザーの信頼感を

更に確立するものをいう。 

（７）「検査合否情報」とは、検査員が指定整備において法定点検と併せて検査と同様な点検を実施し

た後、保安基準に適合している（合格）か、適合していない（不合格）か、を判断しその旨をユー

ザーに知らせることをいう。 

（８）「検査合否予測情報」とは、検査員が法定点検及び目視点検を実施した結果、自動車検査用機械

器具（以下、「検査機器」という。）による検査を実施する前に摩耗状態等から検査の合否が予測で

きる場合に、検査合否情報に代えて予測情報としてその旨をユーザーに知らせることをいう。 

（９）「予防整備情報」とは、自動車の継続的な保安基準適合性を維持するためにどのような整備が必

要になるかをユーザーが判断できるような内容（自動車の劣化、摩耗の状態及び整備の内容等）を

ユーザーに知らせることをいう。 

（10）「今回整備」とは、ニューサービスにおいてユーザーが事業場からの情報提供に基づき、今回の

車検と同時に実施した箇所の整備をいう。 

（11）「後日整備」とは、ニューサービスにおいてユーザーが事業場からの情報提供に基づき、今回の

車検と同時に実施しないと判断した箇所の整備をいう。 



 - 2 - 

〔適合証及び適合標章の交付にかかる点検、整備及び検査の基準〕 

第３条 適合証及び適合標章（以下、「適合証等」という。）を交付する自動車の点検及び整備について

は、次の各号の点検を行い、その結果、保安基準に適合しない又は適合しなくなるおそれがある箇所

について、必要な整備を行うものとする。 

（１）指定自動車整備事業規則（以下、「指定規則」という。）第６条に基づく自動車点検基準第２条に

より定める点検箇所のすべての点検。 

（２）特殊な使用状況（シビアコンディション：走行距離の多い場合、悪路走行あるいは寒冷地での使

用等）にある自動車について、必要となる箇所の点検。 

（３）特殊な構造及び装置（無段変速装置、電気装置の断続器等）を有する自動車について、必要とな

る箇所の点検。 

２ 前項（２）（３）の点検については、当該各部を点検しなければ当該自動車の保安基準への適合性

が判断できない場合、整備依頼者へ点検の内容を説明し、了解を得なければならない。 

３ 適合証の証明にかかる自動車の検査は、法第９４条の５第４項前段に定められた国土交通省令（指

定規則別表第２）の基準によるものとする。 

４ 法第９４条の５第４項後段の規定に基づき行う検査員の点検は、第１項の点検に指定規則別表第

２の１の項及び２の項に定める方法により準じて行う点検を加えたものとする。 

また、当該点検の結果、保安基準に適合しており、その後の指定整備に係る点検整備作業の影響を

受けない部分については、指定規則別表第２の３の項及び４の項に基づく検査を併せて行っても差

し支えない。 

なお、この場合において検査員は点検作業、検査作業の実務の全過程を自ら行う。 

ただし、検査に伴う簡単な作業は、補助者が行っても差し支えない。 

 

〔点検、整備及び検査の実施者〕 

第４条 適合証等の交付にかかる自動車の点検、整備及び検査は次の者が行うものとする。 

（１）受入点検 

整備主任者又は検査員が行う。ただし、ニューサービスの場合は検査員が行う。 

（２）整備作業 

整備作業員（工員）が行う。 

（３）完成検査 

検査員が行う。 

（４）外注品検査 

整備主任者又は検査員が行う。 

 

〔点検、整備及び検査の方法並びに指定整備記録簿（以下、「記録簿」という。）等の記載方法〕 

第５条 適合証等の交付にかかる当該自動車の自動車検査証（以下、「検査証」という。）、登録通知書

又は自動車検査証返納証明書（以下、「返納証明書」という。）の記載事項を記録簿下段にある「自動
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車検査証、登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合」欄に転記する。 

  なお、燃料タンクの個数及び容量が記載されているものにあっては、「その他」欄にその内容を転

記する。 

２ 受入点検（検査）及び整備作業等については、次により行うものとする。 

（１）受入点検は点検（検査）の結果を赤色のボールペン等（容易に消すことができるものを除く、以

下同じ。）で記載する。 

（２）整備作業の結果は黒色のボールペン等で記載する。 

（３）受入点検（法第９４条の５第４項後段の規定により検査員が第３条第１項の点検の際に同条第

４項と同様な検査を行ったものを含む。）を実施したときは、その概要をチェック記号（次表参照）

等により記録簿の「点検及び整備の概要等」欄等に記載する。 

チェック記号一覧表 

作業区分 
チェック 

意  味 作 業 例 
記号 

点検良好  点検（検査）の結果、異状がなかった。   

整 
 

備 
 

作 
 

業 

交換 × 
点検の結果、交換した。（部品、油脂、液

類の交換作業を示す。） 

ブレーキ・ライニングの交換             

ホイール・ベアリングの交換 

修理 △ 
点検の結果、修理した。（摩耗、損傷など

のため部品を修復する作業を示す。） 

電気配線の損傷と修復               

タイヤのパンク修理 

調整 Ａ 
点検の結果、調整した。（機能維持のた

め、遊び、すき間、角度などを基準値に

戻す作業を示す。） 

ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間調整                      

クラッチ・ペダルの遊び調整 

締付 Ｔ 
点検の結果、締め付けた。（緩んだ箇所

を増し締めする作業を示す。） 

ホイール・ナットの増し締め             

リーフ・スプリングのＵボルトの増し締め 

清掃 Ｃ 
点検の結果、清掃した。（粉塵、油などに

よる汚れを取り除く作業を示す。） 

ブレーキ・ドラム内の汚れの清掃          

バッテリーのターミナル部の清掃 

給油 Ｌ 
点検の結果、給油した。（油脂、液類を補

給する作業を示す。） 

エンジン・オイルの補給                

シャシ各部の給油脂 

注１．整備作業が表中の複数の作業区分と重複する場合は、主な作業のチェック記号を記載する。 

注２．分解を伴う作業の場合、チェック記号を○で囲むものとする。 

 

ニューサービスを選択した場合 

記 入 記 号  意  味 読み方  

情 報 提 供  Ｒ 点検の結果を情報提供した。 リ ペ ア 

後 日 整 備  Ｎ 情報提供した結果、整備を後日に先送りした。 ネ ク ス ト 

（４）検査員が第３条第４項に定める方法により点検を行い保安基準に適合すると認めた箇所は、全

ての項目を記載するものとする。その後の整備により保安基準適合性への影響がなく同一の検査

員が完成検査を行う場合、最終に行う当該箇所の完成検査欄は記載をしなくてもよいものとする。 
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（５）ニューサービスでは、点検及び検査の結果をユーザーに情報提供し、ユーザー自身に自動車の継

続的な保安基準適合性を維持するために必要な整備を今回行うか、後日の機会に整備するかを選

択させる。 

なお、この場合、記録簿下段にある備考欄のＮＳ（ニューサービス）記号に〇を付す。 

（６）貨物自動車の場合、速度制限装置（ ＮＲ装置）の有無を確認し記録簿の該当箇所に〇を付す。 

〔例〕 記録簿抜粋 

 

 

 

 

 
 

 

（７）依頼者から依頼のあった作業は、その内容を記録簿の「依頼事項」欄に記載する。 

（８）「日常点検項目」欄の内容について、点検及び整備を行うか、否かを依頼者への問診により確認

し、記録簿の「日常点検（依頼の有・無）」欄内の「有・無」のどちらであるか該当する方に〇を

付す。 

なお、日常点検項目について、点検を実施しない場合は全てに、また、一部を実施しない場合は、

その実施しない項目に斜線を引くものとする。 

（９）受入点検の結果、点検良好と確認した項目は、記録簿の「点検及び整備の概要等」欄の該当箇所

「□」にチェック記号（ ）を記載する。 

（10）受入点検の結果、整備が必要と認めた項目は、該当項目を〇で囲み、適切な作業指示を項目付近

にチェック記号等で記載する。 

（11）前号の作業指示に基づき整備を完了した時は、整備作業結果を記録簿の「点検及び整備の概要

等」欄の該当箇所「□」にチェック記号（該当するもの）で記載する。 

なお、該当する整備作業項目がない場合は、「その他必要となった点検・整備の内容」欄を活用

し記載する。 

 

〔例．１〕 記録簿抜粋 

一般指定整備扱いの場合 

■ブレーキ・ディスク、ドラム、シュー 

   ☆ディスクとパッドとのすき間         点検良好であった   （赤色） 

 ☆パッドの摩耗                    パッドの交換をした  （黒色） 
 

点検の結果、摩耗していたので交換の指示をした （赤色） 
 

交換時にキャリパーを取り外したので○（分解）を記載 

  

× 

（備考） 
ＮＳ     ＮＲ装置（有・無） 

該当箇所を○で囲む。 
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ニューサービス扱いの場合（情報提供した場合） 

 

■ブレーキ・ディスク、ドラム、シュー 

    ☆ディスクとパッドとのすき間       点検良好であった   （赤色） 

Ｒ       ☆パッドの摩耗             点検良好であった   （赤色） 

パッドの摩耗状態を情報提供した  （赤色） 

注．検査員による受入点検（検査）の結果、現時点では保安基準に適合していると判断した。 しかし、パッドの摩

耗状態から保安基準適合性を維持するために、近く整備が必要であるとの情報をユーザーに提供した。 

 

 

 

 

 

ニューサービス扱いで情報提供した結果、ﾕｰｻﾞｰが今回整備を選択した場合 

■ ブレーキ・ディスク、ドラム、シュー 

  Ａ  ☆ディスクとパッドとのすき間      パッドの交換後、調整をした   （黒色） 

Ｒ        ☆パッドの摩耗            点検良好であった   （赤色） 

パッドの交換をした  （黒色） 

注．ユーザーへ情報提供した結果、整備することを承諾したので検査員が作業指示をして、整備作業員が整備

作業を行った。 

 

 

 

ニューサービス扱いで情報提供した結果、ﾕｰｻﾞｰが後日整備を選択した場合 

■ ブレーキ・ディスク、ドラム、シュー 

    ☆ディスクとパッドとのすき間        点検良好であった   （赤色） 

Ｒ    Ｎ ☆パッドの摩耗           点検良好であった   （赤色） 

情報提供の結果、後日整備を選択した  （赤色） 

注．ユーザーへ情報提供した結果、パッドの交換は今回行わず、整備を先送りした。 

 

（12）ユーザーが後日整備を選択した場合、先送りした整備の内容に関するアドバイス（使用状況、整

備実施時期、部品交換時期等）を記録簿又はアドバイス用紙に記載し、ユーザーにその内容等の説明

を行い必要に応じ署名を求め、その控えを保管する。 

〔例．１〕 アドバイスの記載例 （記録簿のみを活用する場合） 

ブレーキ・パッド 後日整備 / 交換目安 ○○○○ｋｍ走行時 

なお、ブレーキ・パッドを交換しないことにより生じた不具合については、整備保証の対象外となり 

ます。 

 

〔例．２－２〕 

 

〔例．２〕 

〔例．２－１〕 

× 
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お客様説明時の例 

今回はお客様のご意向によりブレーキ・パッドの交換を行いませんでしたが、これまでと同じ使用状 

況でお乗りいただく場合には、○○○○ｋｍ走行時を目安として交換されることをお奨めします。 

なお、使用状況によっては、交換時期が早まる場合がありますので、ご注意ください。 

〔例．２〕 アドバイスの記載例 （記録簿に加えアドバイス用紙を活用する場合） 

ブレーキ・パッド後日整備 

具体的な内容は、お客様へのアドバイス用紙をご覧下さい。 

注．この場合には、別添でアドバイス用紙が必要となる。 

後日整備する内容を具体的にアドバイス用紙に記載し、必要があればユーザーから確認の署名をもらうなどする。 

また、後日整備の整備項目について、整備保証の対象にならないことの説明を行う。 

なお、後日整備を選択したユーザーから整備実施時期を過ぎても整備依頼がない場合、状況を確認する。 

 

（13）記録簿の「点検及び整備の概要」欄に該当する構造装置がない場合は、チェック欄を斜線等で抹

消する。（限定自動車検査証の交付を受けた自動車の場合、点検等を必要としない項目のチェック

欄を斜線等で抹消する。） 

該当する構造装置がない場合 

■クラッチ・ペダル 

遊び           

切れたときの床板とのすき間 

この自動車は A/T車のため、クラッチ等が装備されていないので抹消した  （赤色） 

（14）受入点検（検査）が完了した場合、記録簿下段の「受入（検査）年月日」欄及び「受入点検実施

者の氏名」欄に必要事項を記載する。（赤色） 

なお、「受入点検実施者の氏名」欄内の「検査員・その他」のどちらであるか該当する方に〇を

付す。 

（15）当該自動車の総走行距離を確認し、該当欄に記載する。 

（16）走行距離が次のア～ウに該当する場合、☆ の付された点検項目については、前回の当該点検を

行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。 

ア．事業用自動車等 

☆ ３月間の走行距離が 2,000km以下 

イ．自家用貨物車等 

☆ ６月間の走行距離が 4,000km以下 

ウ．自家用乗用車等 

☆ １年間の走行距離が 5,000km以下 

注．前回の当該点検を行うべき時期に点検したことが点検整備記録簿等により確認できた場合は、当該項目の点検を

実施するか否かを依頼者に確認し、記録簿の依頼事項欄にその旨記載する。 

〔例〕 
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走行距離により点検項目を省略する場合 

■ホイール 

☆ ☆ タイヤの空気圧                 

            タイヤの空気圧点検を省略した  （赤色） 

（17）点検の結果、整備を実施し部品を交換した場合は、記録簿の「交換部品等、数量」欄に必要事項

を記載する。 

なお、部品点数が多く該当欄に全て記載できない場合は、記録簿裏面に記載するか、又は部品伝

票の写しを貼付するものとする。 

（18）整備が完了したときは、該当欄に整備完了日を記載する。なお、検査年月日と同じ場合は省略す

るものとする。 

ただし、整備完了日と検査年月日が異なる場合は整備完了日を記載すると共に、検査年月日を

（ ）で記載するものとする。 

また、当該自動車の整備に従事した者の氏名を該当欄に記載する。（黒色） 

３ 整備作業の委託（外注）については、次により行うものとする。 

（１）整備作業を委託（外注）した場合、その作業が確実に行われたかどうかの確認は整備主任者又は

検査員が行う。 

整備作業を委託（外注）した場合 
 

■原動機 

△   冷却装置からの水漏れ               ラジエターから水漏れしていたので 

ラジエターの修理をした  （黒色）                作業を委託（外注）した  （赤色） 

 

（２）点検（検査）に付随して行われる整備作業の内、他に委託（外注）してもよい作業は、優良自動

車整備事業者認定規則第５条第１号及び第６条第１号に定めるものをいう。 

４ 完成検査等については、次により行うものとする。 

（１）完成検査の結果は、検査員が赤色のボールペン等を使用して記載する。 

（２）完成検査は受入点検の結果、整備が必要と認められた箇所の整備が全て完了した当該自動車に

ついて、検査証、登録通知書又は返納証明書の記載事項との照合による同一性の確認を行い、第３

条第３項による検査を自動車技術総合機構審査事務規程によるほか、その他関係通達等により行

うものとする。 

なお、同時に板金、塗装作業等が行われ保安基準の適否が最終的に確認できない場合は、それら

の作業が全て完了した後に完成検査を行うものとする。 

（３）検査証、登録通知書又は返納証明書の記載事項との照合による同一性の確認は、必要とされる箇

所にチェック記号（ ）を記載する。 

（４）完成検査の結果、不適合の場合には記録簿下段の備考欄等を活用し再整備の作業指示を行うも

のとする。 

〔例〕 

外注 

〔例〕 
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（５）目視検査等による検査及び検査機器等による検査については、次により行うものとする。 

ア．目視による検査の結果は、検査員が次のとおり記載する。 

一般的な検査の場合 

〔例．１〕       受入点検で保安基準に適合していると確認された場合 

受入    完成 

                                                       受入検査の結果、保安基準に 

                                              適合していた （赤色） 

注．受入点検（検査）を行った検査員が完成検査も実施する予定の場合、「目視等による検査項目（指定規則別

表第２）」が保安基準に適合すると認められた場合は、完成検査を省略することができる。 

その場合、受入欄へ チェック記号（ ） を記載し完成欄は空欄のままとすることができる。 

 

〔例．１-２〕 

受入    完成 

                                            受入検査及び完成検査の結果 

                                             保安基準に適合していた （赤色） 

 

注．受入点検（検査）を行った検査員が完成検査を実施する予定であったが都合により、受入点検（検査）を実施

した検査員以外の検査員が完成検査を実施した。 

（この場合は、全ての検査項目を検査しなければならない。） 

 

〔例．２〕              受入点検で整備が必要とされた場合 

受入    完成 

完成検査の結果、保安基準に 

適合していた （赤色） 

 

注．受入点検（検査）を行った結果、整備が必要とされた場合、受入欄は空欄のままとする。 

 

 

ニューサービスの場合  ※検査員が行う。 

〔例．３〕       受入検査で保安基準に適合している旨、情報提供した場合 

受入    完成 

受入検査の結果、保安基準に 

適合していた （赤色） 

 

ユーザーに情報を提供した → Ｒ （赤色） 

注．受入検査の結果、現時点では保安基準に適合しているが、その使用状況から保安基準適合性を維持するた

め、近く整備が必要であるなどの情報をユーザーに提供した。 

 

 

 

情報提供した結果、ユーザーが今回整備を行う旨を選択した場合 

受入    完成 

整備完了後、完成検査を行った結果、 

保安基準に適合していた （赤色） 

 

③操   縦   装   置 空欄の 

まま 

 

  

④制   動   装   置 Ｒ   

④制   動   装   置 Ｒ   

 

⑩前面ガラスその他の窓ガラス  

 

空欄 

⑩前面ガラスその他の窓ガラス   
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情報提供した結果、ユーザーが後日整備を選択した場合 

受入    完成 

Ｎ ユーザーが後日整備を選択した （赤色） 

 

 

注．受入検査の結果、保安基準に適合しており、かつ、後日整備を選択したので完成欄は空欄のままとする。 

 

イ．検査機器等による検査結果は、計測値等を記録簿の該当欄に記載する。 

ウ．測定した制動力の単位が「Ｎ表示・㎏表示」のどちらであるか該当する方に〇を付す。 

 
 

該当する方に○を付ける  （赤色） 

 

エ．測定した前照灯が「走行灯・すれ違い灯」のどちらであるか該当する方に〇を付す。 

  

該当する方に○を付ける  （赤色） 

オ．警音器及び騒音の測定は「聴感・テスタ」のどちらで検査をしたか該当する方に〇を付す。 

 
 

該当する方に○を付ける  （赤色） 

 

 

 

カ．ディーゼル車の排出ガスを測定した検査機器が「黒煙測定器（％表示）・オパシメータ（ｍ 表

示）」のどちらであるか該当する方に〇を付す。 

      

                                                   該当する方に○を付ける  （赤色） 

 

 

 

 

   黒煙測定器使用の場合 

・黒煙の汚染度は、３回の計測値を平均した整数値により保安基準の適合性を判定する。 

オパシメータ使用の場合 

・１回目又は２回目の測定においては、表示された値の小数点以下第３位を四捨五入した値が

閾値以下であれば、その時点で基準適合として判定する。 

・１回目、２回目ともに閾値を超えた場合には、３回目を測定し、３回の測定の平均値により

合否判定を行う。 

平均値は、各表示値（小数点以下第３位）を使用して計算し、その結果について小数点以

下第３位を四捨五入した値が規制値以下であれば基準適合として判定する。 

 

④制   動   装   置 Ｒ  空欄の 

まま 

 

〔例〕 

 
制  動  力（ Ｎ表示・㎏表示 ） 

〔例〕 

 
前 照 灯（ 走行灯・すれ違い灯 ） 

〔例〕 

 聴感 ・ テスタ 

警 音 器 

％ 

表
示
・ 

ｍ
表
示 

－１ 

〔例〕 

 

－１ 
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キ．検査機器等による検査において保安基準に不適合と判断した場合、その計測値等を＝で抹消し、

備考欄に該当する作業指示を行う。 

 

 

 

 

２１６０Ｎ÷１１０５ｋｇ＝１．９５４Ｎ/㎏ 

※この場合、基準値（１．９６Ｎ/㎏）に満たないので不

適合となる 

 

 

 

保安基準に適合しなかったので＝で消した （赤色） 

  

再整備の作業指示を行う  （赤色） 

  

 

ク．上記の整備作業が終了した時、整備作業員（工員）はその作業指示を〇で囲み、記録簿の「点検

及び整備の概要等」欄に作業内容を記載する。 

また、再整備後、再度検査機器等により検査を行い、＝線で消した最初の計測値等の上部に再

度計測値等を記載する。 

〔例〕 

■パーキング・ブレーキ・レバー（ﾍﾟﾀﾞﾙ） 

  引きしろ（踏みしろ）     ※再整備時に引きしろ（踏みしろ）の調整も行ったならば、 

   パーキング・ブレーキの 

きき具合 

再整備を行ったので点検結果を＝で消し、再整備の概要を記載した  （黒色） 

 

 

 

再測定した計測値を記載する   （赤色） 

 

 

 

 

 

 

再整備の指示項目を○で囲む  （黒色） 

 

 

ケ．４ＷＳ車（後輪操舵装置）については、サイド・スリップ欄に２段書きで記載する、又は走行テ

スト等の方法と結果欄に「リヤ サイド・スリップ：イン〇〇㎜（又は、アウト〇〇㎜）」と記載す

る。 

を としてＡ（調整）を記載する  （黒色） 

 

計 

手動 

７４５０ 
N 

㎏ 

N 

㎏ 
２１６０ 

車両重量 

１１０５ 

㎏ 

６．７４２ 
N/㎏ 

 ％ 

N/㎏ 

 ％ 
１．９５４ 

計 

手動 

７４５０ 
N 

㎏ 

N 

㎏ 
２１６０ 

車両重量 

１１０５ 

㎏ 

６．７４２ 
N/㎏ 

 ％ 

N/㎏ 

 ％ 
１．９５４ 

制  動  力（ Ｎ表示・㎏表示 ） 

（備 考） 

駐車ブレーキ A 

２３１０ ２．０９０ 

〔例〕 

 
制  動  力（ Ｎ表示・㎏表示 ） 

（備 考） 

駐車ブレーキ A 

A   
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コ．再整備完了後、再検査を行い保安基準に適合したことを確認した場合、目視等による検査及び

検査証、登録通知書又は返納証明書の記載事項との同一性の確認は、必要とされる箇所にチェッ

ク記号（ ）を記載する。（赤色） 

（６）誤記により記録簿を訂正する場合は、二重線を引き訂正をするものとする。（黒色） 

（７）土砂等を運搬するダンプカーは、「ダンプ車荷箱内寸法及び積載量計算式」による計算及び過積

載防止要件等の確認を明確に行い、記録簿下部の該当欄に必要事項を記載する。 

〔参考〕 

ダンプ車荷箱内寸法及び積載量計算式 

            荷台寸法（長さ(ｍ) × 幅(ｍ) × 深さ(ｍ)） ＝ 荷台容積（㎥） 

(０．１（㎥）未満切捨) 

最大積載量（ ｔ ） ÷ 荷台容積（㎥） ＝ Ａ（ ｔ /㎥） 

                                 (小数点第２位を切捨) 

※ Ａ≧１.５ ｔ /㎥  （ただし、小型車・軽自動車はＡ≧１.３ ｔ /㎥） 

 

（８）大型トラクタで速度制限装置（ＮＲ装置）が装着された車両については、「速度制限装置の機能

確認等に係る細部取扱いについて」（平成９年２月３日付、業務連絡整１０号、業務連絡車１３号、

業務連絡事８号）により機能確認を行い、様式１「ＮＲ装置の機能確認検査表」により検査結果を

記録し、検査の日から１年間保存する。 

（９）走行テスト等の方法により完成検査を行った場合、「検査機器等による検査」欄下段の「走行テ

スト等の方法と結果」欄に該当事項を具体的に記載する。 

〔例〕 

スピードメーター併走テスト 

併走車 名古屋３００さ１２３４  〔 ±○ｋｍ/ｈ 〕 

制動初速度 ○○ｋｍ/ｈで 停止距離 ○○ｍ  

９/５０勾配で機械的作用により停止状態を確認 

（10）大型車（車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上の自動車）の増し締めの取扱いについて

は、「自動車点検基準等の改正に伴う増し締めの取扱いについて」（平成１９年４月２０日付け事

務連絡）により、次のとおり行う。 

  ア．ディスク・ホイールの取付け後、馴染みが出るまで走行し、増し締めも実施した場合 

     記録簿の「お客様へ」欄に「増し締め実施済み。」と記載する。 

  イ．ディスク・ホイールの取付けまでを実施した場合 

記録簿の「お客様へ」欄に「増し締めをしてください。」と記載し、依頼者に増し締めは

実施していないことを説明するとともに、増し締めを励行する。 

（11）リコール車対策について、記録簿下部の該当欄（対策済・非該当）の何れかに〇を付し、最近の

調査および改善措置を講じた場合には、リコール番号を記載するものとする。（赤色） 
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（12）適合証の交付番号を記録簿下部の該当欄に記載するものとする。（赤色） 

また、適合標章の交付の有無は、該当項目に〇を付すものとする。 

（13）高圧ガスを燃料とする自動車については関係通達等により取扱うとともに、当該通達等に定め

られたＬＰガス/ＣＮＧ自動車燃料装置点検整備・検査記録簿（第１号様式及び第２号様式）を使

用する。 

また、ＬＰガス/ＣＮＧ自動車燃料装置点検整備・検査記録簿は、その記載の日から１年間（自

動車をＬＰガス自動車に改造した場合にあっては２年間、自動車をＣＮＧ自動車に改造した場合

にあっては３年間）保存する。 

なお、指定整備記録簿の備考欄に「ＬＰガス部/ＣＮＧ部 検査合格」と記載する。 

（14）中古車の新規検査及び予備検査に係る記録簿の取扱いについては、「別紙１」により取扱い、余

白部には  又は ㊥ のゴム印を赤色のスタンプで押印する。（手書きも可） 

（15）検査員が整備主任者として選任されていない場合は、当該事業場において選任されている整備

主任者が氏名を記録簿中段の該当欄に記載する。（黒色） 

（16）完成検査を行った結果、保安基準に適合していることを確認した場合、検査員は記録簿下部の該

当欄に検査の年月日を記載し、併せて氏名を記載する。（赤色） 

（17）限定自動車検査証の交付を受けている自動車については、当該限定自動車検査証の記載事項と

の照合による同一性の確認を行う。検査については、原則として当該限定自動車検査証に記載され

ている保安基準に適合しない箇所の検査を実施する。 

ただし、保安基準に適合させるための整備により、当該限定自動車検査証に記載されている保安基

準に適合しない箇所以外について、保安基準の適合性に影響が生じた場合は、当該箇所についても

検査を実施することとし、当該検査に係る記録については、該当箇所の記載を行い、検査を行わなか

った箇所については斜線を引く。 

 

〔印鑑の規定〕 

第６条 事業者は適合証等に使用する事業者（決裁用）及び検査員（証明用）の印鑑を本取扱要領の

「規定１」「規定２」に定め使用するものとする。 

 

〔電子適合証取扱要領〕 

第７条 適合証の交付に代えて電子適合証を作成する場合には、本取扱要領の第８条から第１１条は

別に定める「電子適合証取扱要領」によるものとする。 

なお、本取扱要領において「適合証」とあるのは「電子適合証」と読み替えるものとする。 

 

〔適合証等の記載等〕 

第８条 適合証等の記載等は、次により行うものとする。 

（１）適合証等は、ボールペン等により黒色で文字を明確に記載する。 

なお、各記載欄について、記載すべき数値等がない項目は斜線（／）等で抹消する。また、選択

する項目にあっては○を付す。 
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ただし、「指定番号」「指定自動車整備事業者の氏名又は名称並びに事業場の名称及び所在地」は、

ゴム印を用い黒色スタンプインクにより押印しても差し支えないものとする。 

（２）適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリンタを用いて、赤色

又は黒色により明瞭に押印又は印字する。 

（３）検査員の証明欄には、第３条において定める適合証の証明に係る点検及び検査を行った全ての

検査員が署名及び押印をするものとする。 

   また、検査員の行う点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査の年月日は、最後の検査の実

務を行った年月日とする。 

（４）「適合証」「限定適合証」の区分は、 保 ・ 限 の何れかを〇で付す。 

（５）「指定番号」は、『   指 第     号』と記載する。 

（６）「交付番号」は、指定を受けた事業場ごとに暦年で更新する一連番号を適合証の交付順に記載す

ることとし、適合証の交付番号は購入後、速やかに一冊５０組綴りのまま記載する。 

なお、適合証に記載する番号が一連であれば、交付年月日が前後しても良いものとする。 

また、書損じた適合証に記載された交付番号は、そのままとし、同じ番号での交付は行わないも

のとする。 

ただし、コンピューター利用等やむを得ず交付する前に適合証綴りの単票を切り離す事が合理

的と判断できる場合には、切り離しから交付まで散逸防止のための必要な措置を講じた別途定め

る「コンピューター利用による適合証等の印字取扱要領」に基づき対処するものとする。 

（７）「交付年月日」は、指定自動車整備事業者（事業場管理責任者）の決裁日とする。 

（８）「適合証の諸元に係る事項」は、検査証、登録通知書又は返納証明書より転記する。 

（９）「保険期間」は、適合証等の交付日を含む更新されるべき、検査証有効期間の全部と重複するこ

とを確認し、その自動車損害賠償責任保険証明書（自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下、

「保険証書」という。）の有効期間を記載する。 

なお、当該自動車に係る保険証書が２枚以上になる場合には、最初の保険証書の最初の日及び最

後の保険証書の最後の日を記載する。 

（10）適合証等の交付に係る保険証書の取扱いは、該当欄に証明書番号及び保険会社を転記すること

により運輸支局又は自動車検査登録事務所（軽自動車にあっては、軽自動車検査協会）への提示に

代えるものとする。 

   なお、旧様式の適合証にあって「保険契約者名」欄は、空欄、斜線又は保険契約者名等が記載さ

れてあっても可とする。 

（11）適合証の有効期間内にあって更新されるべき検査証有効期間と保険証書の有効期間の全部が重

複しないときは、適合証（控を含む）の該当欄に最終の検査申請日を記載する。 

なお、更新されるべき検査証有効期間と保険証書の有効期間の全部が重複するときは、該当欄

を斜線等で抹消又は空欄とする。 

（12）前号の取扱いにおいて、やむを得ず当該適合証に記載した最終の検査申請日までに検査証の有

効期間の更新が行われず保険証書の有効期間切れとなった場合、保険期間を一ヶ月分追加加入し
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保険証書の本通を提示し、検査証有効期間の更新を受ける。 

なお、この場合、当該適合証（控を含む）の保険期間欄に記載した保険期間は訂正しないものと

する。 

（13）適合証の有効期間が切れ、当該適合証の提出による申請が行えなかった場合は、運輸支局又は検

査登録事務所（軽自動車にあっては、軽自動車検査協会）に当該自動車を提示して検査を受けるも

のとする。 

（14）「中古車の新規検査及び予備検査に係る保安基準適合証等の取扱いについて」（別紙１）の  扱

いに該当する中古車の新規検査又は予備検査を行う場合は、適合証（控を含む）の「自動車登録番

号又は車両番号」欄及び「保険期間」欄を斜線等で抹消し、適合証（控を含む）、記録簿、申請書

及び手数料納付書の余白部に  のゴム印を赤色のスタンプインクを用いて押印する。（手書きも

可） 

（15）「中古車の新規検査及び予備検査に係る保安基準適合証等の取扱いについて（別紙１）」の㊥ 扱

いに該当する中古車の新規検査又は予備検査を行う場合は、次によるものとする。 

ア．適合証（控を含む）の「自動車登録番号又は車両番号」欄及び「保険期間」欄を斜線等で抹消

し、適合証（控を含む）、記録簿、申請書及び手数料納付書の余白部に ㊥ のゴム印を赤色のス

タンプインクを用いて押印する。（手書きも可） 

イ．㊥ 扱いは、現車提示及び記録簿の提示を行うものとする。 

（16）適合証等を紛失、滅失又はき損等により再交付する場合は、「保安基準適合証、保安基準適合標

章及び限定保安基準適合証の取り扱いについて」（平成７年３月２７日付け自技第 43 号、自整第

63号）別表３「適合証綴授受出納簿」の備考欄にその旨記載し管理するものとする。 

（17）適合証（控を含む）又は適合標章の記載事項を訂正する場合は、「規定１」により定めた指定自

動車整備事業者の印鑑で行うものとする。 

（18）適合標章は、有効期間の表示面を自動車の前方から見やすいようにして、運転者の視野を妨げな

い適切な位置に、紛失、汚損及びき損等を防止するため、透明な適合標章表示用ビニールケースに

収納して表示する。 

また、適合標章をフロントガラスに貼付する場合は、適合標章の中央点線のところから２つ折と

し、適合標章の有効期間が記載された面を、前面ガラス内側に貼り付ける又は装着する。 

なお、使用済の適合標章は破棄するよう依頼者に説明する。 

（19）検査員は適合証（控を含む）の該当欄に、記録簿に記載された総走行距離の数値を km単位で記

載する。 

ただし、完成検査の確認時において、検査車両の走行距離表示値から記録簿に記載された数値を

除した値が２００㎞を超える場合には、完成検査の確認時における走行距離計の表示値を記載す

る。 

また、総走行距離が１００km未満の場合には、該当欄に「０」を加筆し「 ０ 00km 」と記載す

るものとする。 

なお、走行距離計がマイル表示の場合は mileの単位で同様に記載し mileに〇を付す。 
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〔例〕 

  総走行距離計表示値が ９９ ㎞ → 

 

  総走行距離計表示値が１３０ ㎞ → 

（20）土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計について、有効な自重計技術基準適合証を運輸支局

に提示する又は、有効な自重計技術基準適合証を確認した旨を当該適合証の右余白部分に「自重

計技術基準適合証確認済み」と記載された保安基準適合証の提出により、自重計技術基準適合証

の提示に代えることとする。 

 

〔適合証等の決裁及び交付〕 

第９条 適合証等の交付に係る決裁者は、本取扱要領により定めた当該事業場の事業場管理責任者と

する。 

２ 事業場管理責任者が不在の場合、主任技術者が代行して決裁業務を行うものとする。この場合、主

任技術者は速やかに事後の報告を事業場管理責任者に行わなければならない。 

３ 事業場管理責任者が勤務体制等により不在となり、適合証等の交付に係る決裁業務に不都合が生

じるような場合、決裁業務を遂行するために事業場代理管理責任者を定めるものとする。 

４ 決裁者は、適合証等の交付の決裁を行う場合、当該自動車に係る適合証等及び関係帳票類（記録

簿、部品伝票、保険証書、検査証等）の記載事項について確認し、全てが適正に処理されている場合

にのみ決裁するものとする。 

５ 決裁は適合証に交付年月日を記載し、第６条により定めた印を押印して行うものとする。 

６ 適合証綴りの表紙裏面に指定自動車整備事業者の氏名又は名称、事業場の名称及び所在地の記載

（ゴム印も可）及び事業者印を押印し、当該事業場で選任している検査員氏名の自署及び検査員印

を押印することにより適合証（控）への事業者印及び検査員印を押印することを省略できるものと

する。 

７ 適合証等は、請求により依頼者に交付しなければならない。なお、適合標章は継続検査に対するも

ののみに交付することができる。 

８ 適合証等の交付に際しては次の事項について確認を行う。 

（１）記録簿の確認事項 

ア．当該事業場において、指定整備扱い出来る自動車であること。 

対象自動車 

業務範囲 

検査機器の能力 

イ．適正な記録簿を使用していること。 

事業用自動車等（自動車点検基準 別表第３） 

被牽引自動車(自動車点検基準 別表第４) 

自家用貨物自動車等（自動車点検基準 別表第５） 

自家用乗用自動車等（自動車点検基準 別表第６） 

二輪自動車（自動車点検基準 別表第７） 

1 

0 
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ウ．記録簿上段の「点検及び整備の概要等」欄の点検等の該当箇所「□」全てにチェック記号が記

載されていること。（チェック忘れ及び洩れがないこと） 

また、部品等が交換されている場合、「交換部品等」欄にその部品名及び数量が記載されてお

り、記録簿上段の「点検及び整備の概要等」欄に記載された作業内容と一致していることを確認

する。 

エ．記録簿中段の「整備主任者」欄は、当該事業場の整備主任者名が記載されていること。 

ただし、当該自動車を検査した検査員が当該事業場の整備主任者として選任されている場合

には、記載する必要はない。 

オ．記録簿中段下の「検査機器等による検査」欄及び「目視等による検査」欄は、必要とされる検

査結果が全て記載されていること。（記載洩れがないこと） 

カ．記録簿下段の「自動車検査証、登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書の記載事項

との照合」欄に記載されている事項が当該自動車の検査証、限定自動車検査証、登録通知書又は

返納証明書と同一であり、完成検査において同一性のチェック記号（ ）が記載されていること。 

キ．記録簿下段右側の「自動車検査証有効期限」欄、「受入（検査）年月日」欄及び「整備完了（検

査）の年月日」欄の年月日に整合性がとれていること。 

また、「受入点検実施者の氏名」欄、「整備実施者」欄及び「自動車検査員の氏名」欄に該当す

る者の氏名が記載されていること。 

ク．ニューサービスを選択した場合、記録簿に所定の記載が行われていること。 

ケ．その他必要とされる事項が記載されていること。 

（２）保険証書の確認事項 

ア．保険証書の自動車登録番号（車両番号）又は車台番号が検査証、登録通知書又は返納証明書と

相違していないこと。 

イ．保険期間が、適合証の交付日から新たに記入されるべき検査証の有効期間が満了するまでの期

間の全部と重複していること。 

（３）適合証等の確認事項 

ア．黒色のボールペン等により文字が明確に記載されていること。 

イ．適合証の交付番号が暦年で更新された一連番号であること。 

ウ．検査の年月日が記録簿に記載されたものと相違ないこと。 

また、交付年月日との整合性がとれていること。 

エ．検査員氏名が署名され、検査員印（第６条により定めたもの）が押印されていること。 

オ．諸元等の記載は、検査証、登録通知書又は返納証明書と記録簿に記載されたものに相違ないこ

と。 

カ．適合証の有効期間と保険証書の保険期間により、最終の検査申請日の記載が必要とされた場合

の扱いが適切に行われていること。 

キ．継続検査の場合、保険証書の保険会社名等が適切に記載されていること。 

ク．適合標章の有効期間は、検査の日から１５日目が押印されていること。 
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ケ．その他必要とされる事項が記載されていること。 

 

〔適合証等及び関係帳票類の保存〕 

第 10条 適合証等の保存は、次により行うものとする。 

（１）き損等により回収した適合証等は、×印で朱抹し交付の日から２年間保存すること。 

（２）書損じた適合証等は、再使用できないように当該適合証を×印で朱抹し、切り取らないで記載の

日から２年間保存する。 

（３）交付を要しない適合証及び適合標章は、再使用できないように当該適合証及び適合標章を×印

で朱抹し、適合証綴から切り取らないで適合証（控）とともに記載の日から２年間保存しておく。 

２ 記録簿は、その記載の日から２年間保存する。 

３ 当該自動車の指定整備に係る概算見積書、部品伝票及び請求書等の控は、後日、適合証の交付番号

から容易に確認できるよう保存する。 

４ 当該事業場における関係帳票類の保管責任者及び保管場所は、次のとおりとする。 

 

注．帳票類の保管場所は、施錠をして不正使用及び盗難等の防止に努めるものとする。 

 

〔適合証等の不正防止等〕 

第 11条 検査員は、適合証交付台数を毎年集計し、事業場管理責任者に報告する。 

２ 事業場管理責任者は、適合証等の書損及び再交付についての状況確認を行う。 

また、適合証綴の授受出納簿を作成し、適合証等の交付状況の把握を行い、同出納簿備考欄にその

旨を記載して不正防止に努めるものとする。 

  

書 類 等 保 管 責 任 者 保 管 場 所（施錠可能な場所） 

(1) 適 合 証 綴 自 動 車 検 査 員  

(2) 適合証綴授受出納簿 事 業 場 管 理 責 任 者  

(3) 指 定 整 備 記 録 簿 自 動 車 検 査 員  

(4) 事 業 者 印 事 業 場 管 理 責 任 者  

(5) 検 査 員 印 自 動 車 検 査 員  
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〔記録簿の決裁印に係る方法〕 

第 12条 記録簿の決裁に係る取扱いについては次のとおりとする。 

一般的な決裁の場合 
 

 

 

 

 

 

事業場管理責任者（事業場管理責任者が不在の場合にあっては事業場代理管理責任者）は、 

主任技術者が確認印を押印した後、他の必要書類等も含め適正に処理が行われていることを 

確認し、押印を行う。 

注．㊞ は主任技術者欄→ 管理責任者欄 の順で押印し、代理欄は空欄のままとする。 

 

事業場管理責任者決裁の場合（主任技術者が不在の場合） 
 

 

 

 

 

 

［例．１と同様］     空欄のままとする。 

注．㊞ は管理責任者欄→ 主任技術者欄 の順で押印す。（主任技術者㊞ は欄外） 

 

代行決裁の場合（事業場代理管理責任者不在） 

 

 

 

 

 

事業場管理責任者及び事業場代理管理責任者が不在のため、主任技術者が代理 

で他の必要書類等も含め適正に処理が行われていることを確認し、押印を行う。 

事業場管理責任者は、主任技術者からの報告を受けた後、代理決裁が適正に行わ 

れたかどうかの再確認を行い、押印を行う。 

注．㊞ は主任技術者欄及び代理欄 → 決裁時、空欄となっていた欄には、事後、管理責任者㊞ を押印す。 

 

〔自動車検査用機械器具の保守管理〕 

第 13条 完成検査場に設置された検査機器については、別途「自動車検査用機械器具の管理要領」を

定め、保守管理責任者が自動車検査用機器台帳（様式１）及び点検整備記録簿（様式２）により点検、

整備及び校正を行い適正な管理を行うものとする。 

２ 当該事業場の事業場管理責任者が機器の保守管理責任者を指名し、その管理を行わせるものとす

る。 

３ 機器の校正は、保守管理責任者が立会い、指定規則第１２条第１項の定めにより行うものとする。 

４ 校正の結果、不適合になった場合、事業場管理責任者に報告するとともに完成検査は中止し、校正

結果通知書及び機器校正報告書（第２号様式）により速やかに愛知運輸支局長に報告するものとす

る。 

管
理
責
任
者 

 
代

理 

 主
任
技
術
者 

 

管
理
責
任
者 

 
代

理 

 主
任
技
術
者 

 

管
理
責
任
者 

 
代

理 
 主

任
技
術
者 

 

主任技術者は事業場管理責任者からの報告を

受けたのち確認し、押印を行う。 

例．１の取扱いと同じ。 

主任技術者は、検査員が全ての検査を終了した結果、当

該自動車が保安基準に適合していると判断した旨を受け、

点検整備作業の完了状況及び記録簿の記載状況が適正

に処理されていることの確認後、押印を行う。 
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また、再校正の結果が適合の状態となった場合は、校正結果証明書（写）及び機器校正報告書（第

２号様式）を愛知運輸支局長に報告するものとする。 

なお、校正の結果が不適合から適合に到るまでの期間が極めて短い場合は、前記の報告は同時に行

うものとする。 

５ 機器に故障又は点検の結果、異状があり、精度の維持に疑義が生じた場合、必要な整備又は校正を

受けるものとする。 

 

〔検査機器の共同使用における取扱等〕 

第 14 条 「自動車検査設備の共同使用における指定整備業務の取扱いについて」（平成９年２月２０

日付、自整第２３号）における特定指定自動車整備事業者にあっては、共用設備の管理責任者を定

め、当該設備の使用状況等を確実に把握し、適切な保守管理を実施するものとする。 

また、検査機器の取扱要領、点検要領及びその他自動車検査設備共同使用管理規定を明確に定める

ものとする。 

  なお、検査機器の全てについて共同使用をする事業場にあっては、前条を適用除外とする。 

２ 共用設備を使用する特定自動車整備事業者における検査は、次により行うものとする。 

（１）特定指定自動車整備事業者における検査員は、共用設備を使用して検査を実施したときは、その

都度、当該共用設備の管理責任者から、当該共用設備の検査機器を使用した旨、記録簿の備考欄に

「検査用機器使用確認済○○年○○月○○日」と記載のうえ、当該管理責任者の記名、押印を受け

る、又は、当該共用設備に次の様式による「共用設備の使用管理台帳」を備え置き、当該共用設備の

自動車検査用機器器具を使用して検査を実施した旨、検査を実施した検査員自らが明確に記載する

こと。この場合、共用設備を使用した旨の記録を記録簿の備考欄に「共用設備使用○○年○○月○

○日」と記載するものとする。 

なお、この「共用設備の使用管理台帳」は、管理責任者が適切に管理するとともに、記載してから

２年間保存するものとする。 

（２）共用設備管理責任者は、当該共用設備の使用状況等について１日に一度、必ず確認するものとす

る。 

共 用 設 備 の 使 用 管 理 台 帳             

使用日時 
使用機器の名称 

又は略号 

検査車両の登録（車両）番

号又は車台番号 
事業場名又は略号 自動車検査員の氏名 

管理責任者

の確認 

            

            

            

      

注．記載にあたっては、ボールペン等容易に消すことが出来ないものを使用する。 

注．機器の略号 ① サイドスリップテスタ---SST ② ブレーキ・テスタ---BT ③ 前照灯試験機---HT ④ 音量計（騒音計）---NT 

⑤ 速度計試験機---ST ⑥ 一酸化炭素測定器---CO ⑦ 炭化水素測定器---HC ⑧ 黒煙測定器---DS  

⑨ ブレーキ・速度計複合試験機---B/ST ⑩ 一酸化炭素・炭化水素複合測定器---CO/HC ⑪オパシメータ---OP 
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〔会議及び教育等〕 

第 15条 事業場管理責任者は、指定自動車整備事業の適正な運営を行うため関係法令、通達及び取扱

等に改正又は変更等が生じた場合、当該事業場の従業員に対し会議等を行い、周知徹底を図るもの

とする。 

２ 会議の内容は、会議・教育処理表に記載しておくものとする。 

 

〔苦情（クレーム）の処理等〕 

第 16条 点検又は整備に関し、整備依頼者等から苦情（クレーム）が生じた場合は、速やかに対応し、

その原因を究明するとともに、再発防止に努めなければならない。 

また、その状況及び結果を事業場管理責任者に報告しなければならない。 

２ 事業場管理責任者は、前項の報告を受けた場合、必要に応じ指示を行わなければならない。 

３ 第１項及び第２項の処理等を行った場合は、苦情（クレーム）処理表に記載しておくものとする。 

 

〔環境整備等〕 

第 17条 事業場管理責任者は、当該事業場内を常に整理、整頓を行わせるとともに作業環境にも注意

を図り、事故防止に努めなければならない。 

また、油水分離槽は、定期的に清掃を行い公害発生の防止にも努めなければならない。 

 

〔産業廃棄物処理対策等〕 

第 18条 事業場管理責任者は、当該事業場において発生する各種産業廃棄物が適正に廃棄処理される

よう努めなければならない。 

また、循環型社会の形成をより一層図るため、リサイクル部品等の使用にも努めなければならな

い。 

 

〔フロン回収破壊等〕 

第 19条 事業場管理責任者は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止を図るため、カーエアコンの整

備又はカーエアコン付き使用済み自動車からフロン類の回収作業を行う場合、それらを大気中に放

出することなく、適切に処理するよう努めなければならない。 

 

〔権限の委任〕 

第 20条 指定自動車整備事業者は、法に基づく適合証等の交付権限について、その職務を当該事業者

に属する事業場の長に委任することができる。ただし、この場合には、当該権限の付与に関し、「適

合証等に係る交付権限の委任状」により定めるものとする。 

なお、人事異動又は退職等により受任者に変更が生じた場合には、速やかに委任状を変更するもの

とする。 
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〔その他〕 

第 21条 本取扱要領の規定にない事項については、関係法令及び通達等の定めによるものとし、関係

法令及び通達等に変更があった場合には、その実情に即応するよう改正するものとする。 

２ 関係法令及び通達等の解釈が困難である場合は、運輸支局、自動車技術総合機構又は軽自動車検

査協会の指示を受けるものとする。 

３ 法令違反等があった場合、速やかに自己申告するものとする。 

 

〔実施時期〕 

本取扱要領は、令和   年   月   日より施行する。
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「規 定１」 

 

適合証等に使用する事業者（決裁用）の印鑑を次に定めるものとする。 

 

事 業 者 印 

                                                             年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

 

 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

 

 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

 

 

 

   年   月   日 ～ 

  年   月   日 迄 

 

 

 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 
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「規 定２」 

 

適合証等に使用する検査員（証明用）の印鑑を次に定めるものとする。 

 

検査員印 

 

  選任した検査員氏名 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 
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「規 定２」 

 

適合証等に使用する検査員（証明用）の印鑑を次に定めるものとする。 

 

検査員印 

 

  選任した検査員氏名 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 
 
 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 
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適合証等に係る交付権限の委任状 

指定自動車整備事業者 

 

                    ㊞ 

 当事業場における適合証等の交付に係る権限を次の事業場管理責任者に委任する。 

事業場管理責任者 
   年   月   日 ～ 

                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

勤務体制等により事業場管理責任者が不在となる場合についてのみ、決裁業務を行うため次の事業場

代理管理責任者に上記権限を委任する。 

事業場代理管理責任者 
   年   月   日 ～ 

                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

事業場管理責任者及び事業場代理管理責任者が不在の場合、第９条の取扱により決裁を代行させるも

のとする。 

主任技術者 
   年   月   日 ～ 

                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 
   年   月   日 ～ 

                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 
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適合証等に係る交付権限の委任状 

指定自動車整備事業者 

 

                    ㊞ 

 当事業場における適合証等の交付に係る権限を次の事業場管理責任者に委任する。 

事業場管理責任者 
   年   月   日 ～ 

                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

勤務体制等により事業場管理責任者が不在となる場合についてのみ、決裁業務を行うため次の事業場

代理管理責任者に上記権限を委任する。 

事業場代理管理責任者 
   年   月   日 ～ 

                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 

事業場管理責任者及び事業場代理管理責任者が不在の場合、第９条の取扱により決裁を代行させるも

のとする。 

主任技術者 
   年   月   日 ～ 

                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 

 
   年   月   日 ～ 

                ㊞         年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 
                ㊞         年   月   日 迄 
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共用設備管理責任者の選任状況一 覧 

 

第１４条第１項の規定による共用設備の管理責任者を以下のとおり定め、検査機器の管理及び使用に

ついて適正に行うものとする。 

 

共用設備管理責任者 

  

職 名         氏  名 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 

 

   年   月   日 ～ 

   年   月   日 迄 
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様式１ 

ＮＲ装置の機能確認検査表 

適合証交付番号        

実施した確認方法の番号を〇で囲み、それぞれのアンダーライン上に測定した数値等を記入し、

速度制限装置の機能の適正を確認し、機能確認検査実施者欄に自筆署名をする。 

１．無負荷状態により確認する方法 

  速度制限装置のメーカー設定条件 

   ①機能作動時の変速段                       段 

   ②機能作動時の速度（又は回転数）                 ㎞/h（rpm） 

   ③判定基準速度（又は回転数）       ②×1.1 =        ㎞/h（rpm） 

  速度制限装置の機能確認結果 

   ④速度制限装置が作動したときの速度（又は回転数）         ㎞/h（rpm） 

  判定 

   次の式に適合しており、速度制限装置は適正に作動している。 

    ④     ㎞/h（rpm）≦③     ㎞/h（rpm） 

２．実走行により確認する方法 

  速度制限装置のメーカー設定条件 

   ①機能作動時の変速段                       段 

   ②機能作動時の速度（又は回転数）                 ㎞/h（rpm） 

  速度制限装置の機能確認結果 

   ③速度制限装置が作動したときの速度（又は回転数）         ㎞/h（rpm） 

  判定 

   次の式に適合しており、速度制限装置は適正に作動している。 

    ③     ㎞/h（rpm）≦②     ㎞/h（rpm） 

３．運行記録計の記録紙により確認する方法 

  速度制限装置のメーカー設定条件 

   ①機能作動時の速度                            ㎞/h  

速度制限装置の機能確認結果 

   ②記録紙の最高速度の記録値                        ㎞/h 

  判定 

   次の式に適合しており、速度制限装置は適正に作動している。 

    ②     ㎞/h（rpm）≦①     ㎞/h（rpm） 

  なおこの場合、速度制限装置が作動していることが確認できる検査直近の運行記録計の記録

紙の提示を求め、その最高速度の記録値を②に記入する。また、その記録紙をコピーし添付し

ておくものとする。 

                    検査実施日      年  月  日 

機能確認検査実施者（自動車検査員の自筆署名）            

 

（注）(1)「無負荷状態により確認する方法」とは、本通達別添・2(1)及び 2(2)①並びに 2(2)②の方法をいう。 

   (2)「実走行により確認する方法」とは、本通達別添・2(2)③の方法をいう。 

   (3)「運行記録計の記録紙により確認する方法」とは、本通達別添・2(3)の方法をいう。
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計器の名称型式 

        

 計器の名称型式 

        

 

第１号様式 

 

L P ガス自動車燃料装置点検整備・検査記録簿 

No     

 

LP ガス自動車点検整備 

事業者等の名称 

 

LP ガス自動車点検整備 

事業者等の事業場の名 

称及び住所並びに認証 

番号又は指定番号 

 

 

 

認証番号 愛 第     号 指定番号 名・中指第     号 

LP ガス自動車作業責任 

者の氏名及び講習修了 

年月日 

 検 査 実 施 日 

 

    年   月   日      年   月   日 

登録番号（車両番号） 車名及び型式 車 台 番 号 ＊事業用・自家用の別 ＊ 用  途 

   

事業・自家 
乗

用 

貨

物 

事

業 

特

種 

燃 料 保 有 形 態 

 

＊LP ガス専用 

 ガソリン併用 

 C N G併用 

 その他（ ） 

ガ ス 容 器 

記号及び番号 内容器（
リッ

トル） 検 査 有 効 期 限 

   

   

   

ガ ス 容 器 取 付 方 式 コンテナ方式 

その他 

   

   

点検 

整備 

の 

概要 

ガ ス 容 器  緊 急 遮 断 弁  導 配 管 等  

充 填 バ ル ブ  ソレノイドバルブ  接 合 部  

取 出 バ ル ブ  ベ ー パ ー ラ イ ザ  ガス容器固定装置  

液 面 表 示 装 置  ガ ス 充 填 口    

検査 

方法 

及び 

結果 

高圧配管の気密

検査 

＊検査方法 検知液 ガス検知器（        ） 圧力計 

検査結果 合・否 合 ・ 否 合・否 

座席のある車室

との間の気密 

＊検査方法 ガス検知器（        ） 発煙剤 

検査結果 合 ・ 否 合・否 

記号 点検 分解 交換 修理 調整 締付 清掃  

レ ○ × △ A T C 

注１．＊印欄は該当個所を○で囲み必要事項を記入すること。 

 ２．L Pガス自動車作業責任者及び事業者は、氏名を記載し、押印することに代えて 

署名することができる。なお、署名は本人が自署すること。 
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計器の名称型式 

        

 計器の名称型式 

        

 

第２号様式 

 

ＣＮＧ自 動 車 燃 料 装 置 点 検 整 備 ・ 検 査 記 録 簿 

N.     

 

ＣＮＧ自動車点検整備 

事業者等の名称 

 

ＣＮＧ自動車点検整備 

事業者等の事業場の名 

称及び住所並びに認証 

番号又は指定番号 

 

 

 

認証番号  愛 第     号 指定番号 名・中指第     号 

ＣＮＧ自動車作業責任 

者の氏名及び講習修了 

年月日 

 検 査 実 施 日 

 

    年   月   日      年   月   日 

登録番号（車両番号） 車名及び型式 車 台 番 号 ＊事業用・自家用の別 ＊ 用  途 

   

事業・自家 
乗

用 

貨

物 

事

業 

特

種 

燃 料 保 有 形 態 

 

＊ＣＮＧ専用 

 ガソリン併用 

 LP ガス併用 

 その他（ ） 

ガ ス 容 器 

記号及び番号 内容器（
リッ

トル） 検 査 有 効 期 限 

   

   

   

ガ ス 容 器 取 付 方 式 コンテナ方式 

その他 

   

   

点検 

整備 

の 

概要 

ガ ス 容 器  導 配 管 等  逆 止 弁  

容 器 元 弁  接 合 部  ガス容器固定装置  

主止弁（燃料遮断弁）  ガ ス 充 填 口    

減 圧 弁  ガ ス 充 填 弁    

検査 

方法 

及び 

結果 

高圧配管の気密

検査 

＊検査方法 検知液 ガス検知器（        ） 圧力計 

検査結果 合・否 合 ・ 否 合・否 

座席のある車室

との間の気密 

＊検査方法 ガス検知器（        ） 発煙剤 

検査結果 合 ・ 否 合・否 

記号 点検 分解 交換 修理 調整 締付 清掃  

レ ○ × △ A T C 

注１．＊印欄は該当個所を○で囲み必要事項を記入すること。 

 ２．ＣＮＧ自動車作業責任者及び事業者は、氏名を記載し、押印することに代えて 

署名することができる。なお、署名は本人が自署すること
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（別紙１） 

中古車の新規検査及び予備検査に係る保安基準適合証等の取扱いについて （平成２８年５月９日） 

 

注１ 「構造等に関する事項」とは、次の事項をいう。 
①車名及び型式 ②普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別 ③長さ、幅及び高
さ ④車体の形状 ⑤原動機の型式 ⑥燃料の種類 ⑦原動機の総排気量又は定格出力 ⑧人の運送の用に供
する自動車であって乗車定員１１人以上のものにあっては、自家用又は事業用 ⑨用途 ⑩牽引自動車にあっ
ては、牽引重量又は第５輪荷重並びに被牽引自動車の車名及び型式並びに牽引可能なキャンピングトレーラ等
の車両総重量 ⑪被牽引自動車にあっては、牽引自動車の車名及び型式 ⑫乗車定員又は最大積載量 ⑬車両
重量及び車両総重量 ⑭空車状態における軸重 ⑮タンク自動車であって爆発性液体又は高圧ガスを運送する
ものにあっては、積載物品名 ⑯貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が７トン以上のもの
にあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量 

 ２ 限定自動車検査証の交付を受けた後に、「構造等に関する事項」に変更がある場合、限定保安基準適合証は交
付できません。 

 ３ 「関係書類の表示」については、 又は㊥と朱書きすること。 

 ４ ※印について 

   ※１ 次に示す用途の変更のみがあった場合は、「構造等に関する事項と同一」に該当として取り扱われます。 
・ 貸渡乗用自動車  ←→  乗用自動車 
・ 貸渡乗合自動車  ←→  乗合自動車（自家用に限る。） 
・ 貸渡貨物自動車  ←→  貨物自動車（道路運送車両法施行規則第 2 条の３第 2 号に掲げるもの及 

び検査対象軽自動車に限る。） 
・ 貸渡特種自動車  ←→  特種自動車（検査対象軽自動車に限る。） 

   ※２ 最大積載量が１トン以下で登録識別情報等通知書の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載
されているものに限る。 

   ※３ 継続検査に係る場合に限る。 

   ※４ 自賠責保険は、保安基準適合証等の「保険期間」欄に記載する必要ありませんが、申請時に窓口で確認
しますので、必ず関係書類に添付して下さい。 

   ※５ 指定整備記録簿（分解整備記録簿）については、検査時に提示して下さい。 

扱い 限定保適証 ㊥扱い

① 乗用自動車（軽除く） ○ ○ ×

② 小型貨物自動車　※２ ○ ○ ×

③ 軽自動車 ○ ○ ×

④ 二輪自動車 ○ ○ ×

省略 省略 必要

省略 省略 必要

× ○ ※３ ×

○ ○ ○

氏名又は名称 ○ ○ ○

住所 ○ ○ ○

○ × ○

○ × ○

○ × ○

○ × ○

× ※４ × ※４ × ※４

㊥

㊥ ※５

㊥

㊥

添付しない 添付しない ㊥

× ○ ○
　 ⑤ その他の自動車
　　（①～④以外の自動車）

保険期間

保安基準適合証（同控）

指定整備記録簿

手数料納付書

自動車検査票

保
安
基
準
適
合
証
の
記
載

関
係
書
類
の
表
示
等

使用者（所有者）

申請書

自動車登録番号又は車両番号

車台番号

乗車定員

最大積載量

用途

車両総重量

項目（種類）等

対
象
自
動
車

    当該自動車が登録識別
    情報等通知書又は自動
    車検査証返納証明書の
   「構造等に関する事項」
    と同一の場合　※１

現
車

提
示

新規検査

予備検査
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（別紙２） 

保安基準適合証等の交付範囲 

 

※１ 「構造等に関する事項に変更がない」とは、道路運送車両法施行規則第４３条の２に規定す

る長さ、幅、高さ等について、登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書に記載され

ている事項と現車とが同一であることをいう。 

なお、軽自動車にあっては、自動車検査証返納証明書以外の自動車検査証返納確認書等での

保安基準適合証の交付はできない。 

※２ 構造等に関する事項が変更されているものについては、自動車検査員は、道路運送車両法第

９４条の５第５項の規定により、当該車両が、保安基準に適合する旨の証明を行なうことはで

きない。 

※3 最大積載量が１トン以下で登録識別情報等通知書の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バ

ン」と記載されているものに限る。 

※４ 中古車新規検査、予備検査において、登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書の

構造等に関する事項と同一である乗用車、小型貨物車（※３）、軽自動車、二輪車については、

車両法第９４条の５第７項の規定により保安基準適合証の提出により現車提示が省略できる。 

※５ 使用過程車への指定部品の取付けによる長さ、幅及び高さ等の変更については、「自動車部

品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて（任命通達）」（平成７年１１

月１６日付け自技第２３４号、自整第２６２号）により取扱う。 

 
  

保安基準適合
証を交付でき
るもの
 　（○印）

自動車の提示
をしなくても
よいもの
 　（○印）

保安基準適合
標章を交付で
きるもの
 　（○印）

限定保安基準
適合証を交付
できるもの
 　（○印）

× × × ×

乗用車・小型貨物車（※ ３）・
軽自動車・二輪車

○ ○（※ ４） × ○

上記以外 ○ × × ○

乗用車・小型貨物車（※ ３）・
軽自動車・二輪車

× × × ×

上記以外 × × × ×

乗用車・小型貨物車（※ ３）・
軽自動車・二輪車

○ ○（※ ４） × ○

上記以外 ○ × × ○

乗用車・小型貨物車（※ ３）・
軽自動車・二輪車

× × × ×

上記以外 × × × ×

○ ○ ○ ○

× × × ×

× × × ×

検 査 の 種 類

新車の新規検査又は予備検査

構 造 等 変 更 検 査

臨 時 検 査

新
規
検
査

中
古
車

予
備
検
査

構造等に関する事項に変更がないもの（※ １）

構造等に関する事項が変更されているもの（※ ２）

構造等に関する事項に変更がないもの（※ １）

構造等に関する事項が変更されているもの（※ ２）

継 続 検 査 （※ ５）
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検査機器による検査ができない場合の検査方法 

※「検査機器による検査ができない場合」とは、完成検査場のレイアウト、テスターの能力等物理的に測定が困

難な場合を除き、自動車の構造上テスターに当該自動車を設置して計測することが困難な場合を言う。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

１．かじ取り車輪の横すべり量の検査 

 ※サイドスリップテスタを用いて計測できない場合（横すべり量がサイドスリップテスタの目盛りを超える場

合等）にあっては、トーイン、キャンバ、キャスタの値を計測し、その値が当該自動車の設計基準値（諸元

表またはコーションラベル等により確認）内にあることを確認したうえ、指定整備記録簿に記載すること。 

 

指定整備記録簿への記載方法（「走行テスト等の方法と結果」欄への記載） 

走行テスト等の方法と

結果 

トーイン   0’20” 

キャンバ―  0’20” 

キャスタ  10’25” 

 サイドスリップ 黒煙・粒子状物質 

イン・アウト 

ＯＫ ｍ 

確認・テスタ 

 ％  

        ｍ-1 

 

２．制動力の検査 

 ア．主制動装置 

   （a）次のいずれかの方法により確認する。 

   ・初速度２０km/ｈから制動させた場合に、前車軸の全ての車輪がロックしているか確認する。 

    ただし、被牽引車にあっては、全ての車輪がロックしているか確認する。 

   ・乾燥した平坦な舗装路面において、その自動車の最高速度に応じた次表の制動停止距離が確保できたか 

をストップ・ウォッチ及び巻き尺等を用いて確認する。 

最高速度（km/h） 制動初速度（km/h） 停止距離（m） 

８０以上 ５０ ２２以下 

３５以上８０未満 ３５ １４以下 

２０以上３５未満 ２０ ５以下 

２０未満 その最高速度 ５以下 

（b）制動時に左右への偏りがないか確認する。 

イ．駐車ブレーキ 

次のいずれかの方法により確認する。 

・駐車ブレーキを最大にかけた状態で低速ギアにて発進し、車両が停止状態であるか確認する。 

   ・５分の１勾配において静止状態を確認する。 

 ウ．分離ブレーキ 

   ・牽引車と被牽引車を分離（空気圧カット）して、牽引車を低速ギアにて発進し、車輪がロックしている

か確認する。  

自動車の種類・構造 使用できない（困難な）テスター 

二輪自動車 速度計試験機 

大型特殊自動車 
ブレーキ・テスタ、速度計試験機、サイドスリッ

プ・テスタ、前照灯試験機 

駆動輪以外の車軸から速度計を検出している自動車 
速度計試験機（ローラー駆動用のモーターを備え

ていない機種に限る。） 

ハロゲン・ヘッドランプ 前照灯試験機（旧タイプのもの） 
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 エ．指定整備記録簿への記載方法（「走行テスト等の方法と結果」欄への記載） 

●主制動装置 

 制動初速度：〇〇km/h 

 停止距離：〇m を確認 OK 

●駐車ブレーキ 

 １/５勾配において停止状態を確認 OK 

●分離ブレーキ確認 OK 

   ・各軸重欄に「車輪ロック」と記載 

 

３．スピードメータの検査 

 ※速度計の検出部が駆動軸以外に設けられている自動車、二輪車、大型特殊車、ツーデフ車及びフルタイム４

輪駆動車等の「速度計の指示の誤差」の検査は、他の自動車と併走することによる走行テストを実施するこ

と。とありますが、指定工場・検査員ごとに走行テスト方法の相違があるようですので、下記走行テストの

方法及び記載方法を参考にし、検査を実施してください。 

 

  走行テストの方法 

   ①随行車をスピードテスタに乗せ、４０㎞/h時のスピードテスタの数値を読みとり差を計測する。 

   ②テスト車が４０㎞/h（４０㎞/hに満たないものはその自動車の最高速度）の時、テスタ車の運転手は随

行車を運転する検査員に合図する。 

   ③随行車を運転する検査員は、合図を受けた際のスピードメーターの数値を読み取る。 

   ④随行車を基準として差を計測する。 

   ⑤上記①と④で計測した差をたした数値が指定整備記録簿の「速度計と指示の誤差」に記載する値です。 

 

  指定整備記録簿への記載方法 

（「速度計と指示の誤差」欄に数値を記載するとともに、「走行テスト等の方法と結果」欄への記載） 

走行テスト等の方法と結果 
随行車：名古屋◯◯さ◯◯◯◯ 

±◯◯（随行車をテスタで測定した数値） 

 

４．ヘッドライトの検査 

 ・夜間前方１００ｍの距離にある障害物が確認できるか目視で検査する。（※１にあっては５０ｍ） 

・壁等に直接照射し光軸の振れが前方１０ｍの位置において、以下の範囲にあることを確認する。 

 

【走行用前照灯の判定値】 

                         U ： １００㎜ 

       L ： ２７０㎜                                                       R ： ２７０㎜ 

 

                           照明部中心

 
 

                   照明部中心の 1／5（※１にあっては 3／10） 

 

指定整備記録簿への記載方法（「走行テスト等の方法と結果」欄への記載） 

●光軸 

 前方１０ｍの壁にて左右の振れ２７０㎜以下、

上向き１００㎜以下、下向き１/５以下にある

ことを確認 OK 

●光度 

 夜間前方１００ｍの障害物を確認 OK 

 

※１ 最高速度３５㎞/h未満の大型特殊自動車等 
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